
吸収合併に係る事前開示書面 

2025年 6月 9日 

（合併存続会社）株式会社Ａｏｂａ－ＢＢＴ 

 代表取締役 柴田巌 

 当社は、吸収合併存続会社として、会社法第７９４条第１項及び会社法施行規則第１９１

条の規定に基づき、下記のとおり開示いたします。 

１．吸収合併契約 

  別紙１のとおりであります。 

２．合併対価の相当性に関する事項 

  完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。 

３．消滅会社の新株予約権の対価の定めの相当性に関する事項 

  該当事項はありません。 

４．消滅会社の計算書類等に関する事項 

  消滅会社である MentorMe株式会社の最終事業年度に係る計算書類等（事業報告書を含

む）は別紙２のとおりであります。 

５．最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象 

（１）吸収合併存続会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な後発事情

 当社は、有価証券報告書及び四半期報告書を関東財務局に提出しております。最終事

業年度に係る計算書類等については、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示

書類に関する電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）によりご覧いただけます。 

なお、最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財

産の状況に重要な影響を与える事象は生じておりません。 

（２）吸収合併消滅会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な後発事情

  重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与え

る事象は生じておりません。 

５．合併後の債務の履行の見込みに関する事項 

  両社の財務状況からして、債務の履行に支障はないと見込んでおります。 

６．事前開示開始日以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項変更がありま

したら、ただちに開示いたします。  

以上 
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吸収合併契約書 

 

 株式会社Aoba-BBT（以下、「甲」という。）とMentorMe株式会社（以下、「乙」という。）

とは、合併に関し、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（合併の方式） 

第１条 甲及び乙は合併して、甲は存続し、乙は解散するものとする。 

  ② 甲及び乙の商号及び住所は次のとおりである。 

    甲（吸収合併存続会社） 

     商号 株式会社Aoba-BBT 

     住所 東京都千代田区六番町１－７ 

    乙（吸収合併消滅会社） 

     商号 MentorMe株式会社 

     住所 東京都千代田区二番町３番地 

 

（効力発生日） 

第２条 合併の効力発生日（以下、「効力発生日」という。）は、2025年８月１日とする。た

だし、合併手続の進行に応じ必要があるときは、甲乙協議の上、これを変更することが

できる。 

 

（合併対価の交付及び割当て） 

第３条 甲は、合併に際して株式の割当てその他一切の対価の交付を行わないものとする。 

 

（資本金及び準備金の額） 

第４条 甲は、合併によりその資本金の額及び準備金の額を増加しないものとする。 

 

（権利義務の承継） 

第５条 乙は、2025年３月３１日現在の乙の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、こ

れに効力発生日までの増減を加除した資産、負債その他の権利義務の全部を効力発生日

において甲に引き継ぐ。 

  ② 乙は、2025年３月３１日から効力発生日までの間の資産及び負債の変動につき、別に

計算書を作成し、その内容を明確にする。 

 

（善管注意義務） 

第６条 甲及び乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意義務

別紙１
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をもって業務の執行及び財産の管理運営を行うものとし、その財産及び権利義務に重要

な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙協議の上、これを行う。 

 

（合併条件の変更等） 

第７条 本契約締結の日から効力発生日に至る間において、天災地変その他の事由により、甲

又は乙の資産もしくは経営状態に重大な変動を生じたときは、甲乙協議の上、合併条件

を変更し又は本契約を解除することができる。 

 

（合併契約の効力） 

第８条 本契約は、甲及び乙の適法な機関決定による承認を得られなかったときは、その効力

を失う。 

 

（規定外条項） 

第９条 本契約に定めるもののほか、合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い甲乙協議

の上、これを決定する。 
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 以上、本契約の成立を証するため、本書１通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が保有し、乙

はその写しを保有する。 

 

  2025年６月９日 

 

（甲） 東京都千代田区六番町１－７ 

    株式会社Aoba-BBT 

    代表取締役 柴田 巌   

 

（乙） 東京都千代田区二番町３番地 

    MentorMe株式会社 

    代表取締役 宮本 圭介 

 





（資産の部） （負債の部）

Ⅰ 流動資産 Ⅰ 流動負債

1. 現金及び預金 7,104,145 1. 買掛金 1,287,228

2. 売掛金 3,489,510 2. 1年内返済予定の関係会社長期借入金 2,000,000

3. 前払費用 1,038,400 3. 未払金 1,211,331

4. その他 986 4. 未払法人税等 140,000

流動資産合計 11,633,041 5. 未払消費税等 195,000

Ⅱ 固定資産 6. 預り金 76,568

1. 有形固定資産 流動負債合計 4,910,127

( 1)工具、器具及び備品 474,895 Ⅱ 固定負債

減価償却累計額 211,168 263,727 1. 関係会社長期借入金 8,000,000

有形固定資産合計 263,727 固定負債合計 8,000,000

2. 無形固定資産 負債合計 12,910,127

( 1)ソフトウエア 181,170

無形固定資産合計 181,170 （純資産の部）

固定資産合計 444,897 Ⅰ 株主資本

1. 資本金 1,000,000

2. 利益剰余金

繰越利益剰余金 △ 1,832,189

利益剰余金合計 △ 1,832,189

株主資本合計 △ 832,189

純資産合計 △ 832,189

資産合計 12,077,938 負債純資産合計 12,077,938

貸 借 対 照 表

（2025年３月31日現在）

（単位：円）

科 目 金 額 科 目 金 額





(単位：円)

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,000,000 - - - - - 3,380,318 3,380,318 4,380,318 4,380,318 

当期変動額

当期純利益 △ 5,212,507  △ 5,212,507  △ 5,212,507  △ 5,212,507  

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 - - - - - - △ 5,212,507  △ 5,212,507  △ 5,212,507  △ 5,212,507  

当期末残高 1,000,000 - - - - - △ 1,832,189 △ 1,832,189 △ 832,189 △ 832,189

純資産合計

  株 主 資 本 等 変 動 計 算 書  
2023年12月１日から
2025年３月31日まで

利益剰余金

その他利益剰余金

利益剰余金
合計

資本金
利益準備金

その他資本
剰余金

株主資本

資本剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計

株主資本合計
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 個 別 注 記 表  

 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

定率法によっております。 

(2)無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

 

３．収益及び費用の計上基準 

   売上高の計上基準 

メンター報酬については、原則としてメンターセッション実施時に収益を計上し

ております。その他の収入は実現主義により、費用についてはは発生時に計上して

おります。 

 

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

   消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

（株主資本等変動計算書に関する注記） 

発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度 

期首株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度 

末株式数 

普通株式 100,000株 - - 100,000株 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

  １株当たりの純資産額          0円00銭 

  １株当たりの当期純損失（△）   △52円13銭 

 


